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わが組合は、１０月１２日午後４時から特別区人事委員会に対し、今年度の勧告作業

に関する要請行動を実施しました。東日本大震災の影響で国の人勧は例年よりも大幅に

遅れ、内容についても、一時金(ボーナス)については、当然引上げとなる民間給与調査

の結果であるにもかかわらず改定見送り、マイナス較差解消のための俸給表の改定につ

いて、４０歳代以上をマイナス改定するという高齢層を狙い打ちにした不当な勧告でし

た。

この日の特別区人事委員会への要請については、地連からも代表役員各二名に参加い

ただき、国の人勧や総務省の指導に追随することなく、高物価の首都圏で生活する特別

区職員の生活実態を踏まえた勧告を行うよう強く求めました。また、十分な労使協議期

間を確保するためにも早期に勧告を示すよう求めましたが、人事委員会は「時期につき

ましては、現時点では明確にお示しできませんが、勧告にあたっては、これまでと同様

の考え方に基づき、今後の作業を進めていきます」とし、「高齢期の雇用問題」につい

て検討状況を質したことに対しても「引き続き国の動きを注視しながら、特別区職員の

実態を踏まえた検討を進めていきます」と従来の考え方を示すに留まりました。

その他にも「標準生計費の算出方法」「給料表の策定」「一時金」「地域手当」等に

特別区人事委員会としての自主的・主体的な対応を求めた ＜2011.10.12 区政会館20階＞



特別区人事委員会要請

日 時 ２０１１年１０月１２日（水）１６時００分から１６時１３分

場 所 東京区政会館２０３会議室

出席者 特別区人事委員会：石野事務局長、澤田事務局次長、本間給与課長、鈴木給与課主査

清掃労組：西川委員長、吉田副委員長、染書記長、桐田書記次長、大和田財政部長、

山﨑組織部長、松本共闘部長、森田現業部長

第一地連／武田副議長、藤波事務局次長

第二地連／緒方副議長、原田事務局長

第三地連／増田議長、神埼副議長

第四地連／嶋根議長、山口事務局長

第五地連／根本副議長、山本副議長

＜東京清掃労組 委員長＞

本日はお忙しい中、私どもの要請にお時間を割いていただいたことに冒頭お礼を申し上げます。

本日は各地連からの役員も出席して要請をさせていただきます。わが組合の全組合員の思いである

ことを受け止めていただき、総務省の指導や人事院に追随することなく、特別区人事委員会としての

自主的・主体的な対応を求めたいと思います。

具体的な要請内容については、後ほど書記

長のほうから発言をさせていただきます。

（委員長『要請文』読み上げ）

＜東京清掃労組 委員長＞

それでは、引き続き書記長から発言させて

いただきます。

＜東京清掃労組 書記長＞

それでは、私の方から発言させていただきま

す。

ついて、人事委員会の考え方を質しましたが、我われが納得できる回答は示されませんでした。

この日の要請で、勧告時期について明確に示されることはありませんでしたが、地方自治体の勧告は、

国よりも約一ヶ月遅れることを考えると、今月下旬の勧告となることが想定されます。例年以上に厳しい

日程での賃金確定闘争となる見込みですが、日程ありきの交渉には応じられません。今後区長会に提出す

るわが組合からの『要求』に対し、我われが納得できる回答が示されることが大前提となります。

１１月１日には闘争開始宣言として第一波総決起集会が予定され、その後も各地連毎の決起集会や区長

会総会に対する要請行動、連日の専門委員会交渉等が続くことになります。今期賃金確定闘争の勝利に向

けて、本部・中央執行委員会も全力で今後の交渉に臨みます。各職場でも情勢報告のための全体集会の実

施や決起集会への参加等、今後の闘いを全力で取り組むことを呼びかけます。頑張りましょう！

西川委員長から人事委員会事務局長に要請書を手交
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（書記長 要請項目について発言）

― 特別区人委員会回答 ―

＜人事委員会 事務局長＞

はじめに、「標準生計費」についてですが、例年、総務省の家計調査報告などに基づいて算定して

いますが、今後も算定方法について検討していきたいと考えています。

次に、「勧告」についてですが、時期につきましては、現時点では明確にお示しできませんが、勧

告にあたっては、これまでと同様の考え方に基づき、今後の作業を進めていきます。

次に、「給料表の策定」についてですが、国や他団体の動向を考慮しながら、年齢別民間賃金との

均衡が図られるよう、検討していきます。

次に、「一時金」についてですが、同種・同等比較の原則のもと、民間給与実態調査の結果や、国・

他団体の動向を踏まえて検討しております。

また、期末・勤勉手当の支給割合等については、本年も民間企業の状況および国、他団体の動向を勘

案して検討していきたいと考えています。

次に、「地域手当」についてですが、従前から、地域手当等を含めた給与水準を、民間の給与水準

と均衡させるのと同時に、支給割合については、国との制度的な均衡を図ってきました。本年もこの

考え方を基本に進めていきます。

最後に、「高齢期の雇用問題」についてですが、人事院において「定年延長を段階的に65に引き上

げるための国家公務員法の改正についての意見の申出」が示されました。

引き続き国の動きを注視しながら、特別区職員の実態を踏まえた検討を進めていきます。

＜東京清掃労組 委員長＞

わが組合からの要請に対し、現時点での人事委員会の考え方が示されました。勧告の時期等を明ら

かにするよう求めたことに対し、明確な回答が示されなかったことは残念であります。

東日本大震災の影響で、勧告時期にも大きな影響を及ぼすことを懸念しています。先ほども申し上

げたとおり、私ども東京清掃労働組合は、現業系職員が主体の労働組合であり、現業系職員の賃金に

かかわっては、これまで通り労使交渉に基づく改定が図られることになります。十分な労使協議期間

の確保を見据えた対応をされることを要請し、締めくくりとします。

以上
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